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と
が
あ
り
ま
す
が
、

途
中
で
座
礁
に
乗
り

上
げ
て
い
ま
す
。

本
欄
で
は
、

新
た
な
解
決
制
度
で
は
な

く
、

現
在
の
労
働
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
を

話
題
に
取
り
上
げ
ま
す
。

報
告
書
の
中
に
、

「
労
働
政
策
研
究

・

研
修
機
構
が
実
施
し
た
調
査
に
よ
れ
ば
、

労
働
審
判
事
案
４
５
２
件
の
う
ち
９６
％
が

金
銭
で
解
決
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う

一
文

が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
に
つ
い
て
、

労
働
法
の
大
家
も
、

「
解
雇
の
金
銭
解
決

そ
れ
自
体
は
、

わ
が
国
で
は
す
で
に
制
度

上
可
能
で
あ
り
、

実
際
上
も
盛
ん
に
行
わ

れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す

（菅
野
和

夫

「労
働
法
じ
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
！

で
す
か
ら
、

報
告
書
で
は
、

現
行
シ
ズ

テ
ム
の
改
善
と
周
知
と
い
う
方
策
に
つ
い

て
も
、

ペ
ー
ジ
を
割
き
ま
し
た
。

た
と
え
ば
、

紛
争
発
生
の
際
、

「
都
道

府
県
労
働
局
の
あ

っ
せ
ん
」
（個
別
紛
争

解
決
促
進
法
第
５
条
）
を
利
用
で
き
ま
す
。

現
行
で
は
あ

っ
せ
ん
を
受
け
る
か
否
か
は

当
事
者
の
自
由
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

「参
加
の
任
意
性
を
見
直
し
て
は
ど
う
か
」

等
の
ア
イ
デ
ア
を
提
示
し
て
い
ま
す
。

経
営
者
の
方
々
は
、
こ
ち
ら
の
論
議
の

行
方
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
し
よ
う
。

し
か
し
、

あ

っ
せ
ん
を
拒
否
し
て
、

本

格
的
に
裁
判
で
争
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

あ
な
が
ち
悪
い
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

労
務
管
理
に
携
わ
る
者
と
し
て
は
解
雇
ト

ラ
ブ
ル
を
予
防
す
る
の
が
第

一
で
す
が
、

多
く
の
事
案
が
民
事
訴
訟
以
外
の
方
法
で

速
や
か
に
解
決
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実

は
、

知
る
と
知
ら
な
い
で
大
違
い
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。

紛
争
配
！灘

”翻
，翻
一戦
懇
一鑑
一地
一ぐ
理
解

意
外
に
多
い
『釜
戦̈
ぽ
よ
る
解
決
」

厚
生
労
働
省
設
置
の
検
討
会
が
報
告
書

を
ま
と
め
ま
し
た
。

「
透
明
か
つ
公
正
な

労
働
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
等
の
在
り
方
に

関
す
る
検
討
会
」
と
い
う
名
称
で
す
が
、

議
論
の
中
心
は

「解
雇
の
金
銭
解
決
制
度
」

の
創
設
で
す
。

し
か
し
、

「
金
銭
を
払
え
ば
、

無
効
な

解
雇
も
正
当
化
さ
れ
る
」
と
い
う
意
味
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

強
引
な
解
雇
が
行
わ
れ

た
と
き
、

労
働
者
が

「職
場
復
帰
し
な
い

代
わ
り
に
、

解
消
金
を
払

っ
て
く
だ
さ
い
」
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役職別賃金

鋼
覇
耗
鶴
新
暫

目
至
国
囲

最
近
の
若
者
は
、

上
司
と
の

「飲
み

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
積
極
的
で
な
い
と
も

い
い
ま
す
。
し
か
し
、

部
長

・
課
長
と

も
な
れ
ば
、

た
ま
に
は
身
銭
を
切

っ
て

「今
日
は
ゴ
チ
ソ
ウ
し
て
や
ろ
う
」
と
い

わ
な
い
と
格
好
が
つ
か
な
い
で
し
ょ
う
。

日
本
の
賃
金
は

「年
功
型
」
と
い
い

ま
す
が
、

そ
れ
で
も
職
階
に
応
じ
た
格

差
は
小
さ
く
あ
り
ま
せ
ん
。

厚
生
労
働

省

。
平
成
２８
年
賃
金
構
造
基
本
統
計
調

査
か
ら
、

役
職
別
・
規
模
別
の
調
査
デ
ー

タ
を
ご
紹
介
し
ま
す

（別
掲
）。

ま
ず
、

規
模
計
の
数
字
に
よ
り
、

役

職
間
格
差
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

「非

役
職
２０
～
２４
歳
」
の
年
収

（３
３
０
，

‐４
万
円
）
を
１
０
０
と
す
る
と
、

課
長

課
長
・
部
長
と
い
う
役
職
の
階
段
を
上
っ

て
い
く
の
が
、

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
ひ
と
つ

の
夢
で
す
。

会
社
も

「地
位
に
ふ
さ
わ
し

い
賃
金
」
を
支
払
い
、

社
員
の
努
力
に
報

い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

厚
労
省

・
賃
金

構
造
基
本
統
計
調
査
を
用
い
て
、

世
間
相

場
を
確
認
し
て
お
さ
ま
し
ょ
う
。
５
０
０

人
未
満
の
部
長
ク
ラ
ス
で
、

年
収
８
８
０

万
円
と
い
う
レ
ペ
ル
で
す
。

職

（８
６
７
●
６９
万
円
）
は
２
６
３
、

部
長
職

（１
０
７
３
●
０
４
万
円
）
は

３
２
５
と
い
う
水
準
で
す
。

大
企
業

（１
０
０
０
人
以
上
）

が
１
２
４
７
一
５９
万
円
な
の
に

対
し
、

中
小
企
業

（１
０
０
～

４
９
９
人
）
は
８
８
０
●
３９
万

円
で
す
。

後
者
は
前
者
の
わ
ず

か
７．
％
と
ぃ
ぅ
水
準
で
す
。

大
企
業
も
中
小
企
業
も
、

部

長
に
到
達
す
る
平
均
年
齢
は
５２

歳
代
で
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、

平
均
勤
続
年
数
を
み

る
と
、

大
企
業
２５
・
７
年
に
対

し
て
、

中
小
企
業
２．
“
９
年
と

４
年
の
差
が
あ
り
ま
す
。

中
小

近
年
、

中
高
年
に
な
っ
て
も
正
社
員

の
立
場
を
得
ら
れ
な
い
人
も
増
え
て
い

ま
す
。

そ
う
い
う
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、

年
収
１
０
０
０
万
円
と
い
う
数
字
は
、

垂
涎
の
的
で
し
ょ
う
。

役
職
者
レ
ベ
ル
に
な
る
と
、

規
模
間

の
格
差
も
顕
著
で
す
。

部
長
の
場
合
、

の
場
合
、

中
途
採
用
者
が
多
い
点
も
金

額
面
で
マ
イ
ナ
ス
に
働
い
て
い
る
よ
う

で
す
。

役
職
者
を
対
象
と
す
る
賃
金
体
系
に

は
、

大
き
く
分
け
て
２
種
類
あ
り
ま
す
。

第
１
は
、

基
本
の
賃
金
に
上
乗
せ
す

る
役
職
手
当
の
金
額
に
大
差
が
あ
る
タ

イ
プ
で
す
。
こ
ち
ら
の
場
合
、

「
あ
あ

自
分
は
昇
職
し
た
ん
だ
」
と
ス
ト
レ
ー

ト
に
実
感
で
き
ま
す
。

第
２
は
、

資
格

（職
能

・
職
務
資
格
）

に
基
づ
く
昇
給
管
理
が
中
心
で
、

役
職

手
当
の
金
額
差
が
小
さ
い
タ
イ
プ
で
す
。

企
業
の
歴
史
が
長
く
、

高
齢
化
も
進

ん
だ
会
社
は
、

中
高
齢
の
非
役
職
者
に

も
あ
る
程
度
、

配
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い

の
が
そ
の
原
因
で
す
。
し
か
し
、

経
済

の
沈
滞
状
況
を
受
け
、

役
職

（役
割
）

中
心
に
、

メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
た
昇
給
管

理
に
回
帰
す
る
動
き
も
み
ら
れ
ま
す
。

部
長
ク
ラ
ス
は
千
万
円
台

勤
続
年
数
も
金
額
を
左
右

別掲 役 職別所定内給与額等 (企業規模100人以上)

役職 年 齢
続
教

勤
年

きまっi

現 金
給与額

を給する

所定内
給与額

年間賞与
その他

特,1給与鞭

収
額算

年
試

部長級
1,000人 以上
500～ 900人
100～ 499人

課長級
1、000人 以上
500～ 900人
100～ 499人

係長級
1,000人 以上
500～ 900人
100～ 499人

井役職
1,000人 以上
500～ 900人
100～ 499人

井役職20～ 24歳
1,000人 以上
500～ 900人
100～ 499人

歳
郷
２４
２４
２３
７８
７７
８４
７９
３９
４０
４‐
３６
８７
８３
８５
９３
３‐
３２
３０
３０

年
239
257
236
219
2 1 6
226
2 1 4
201
1 8 5
197
183
1 6 9
1 1 0
125
107
9 5
2 2
2 1
2 1
2 3
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千円
27084
35119
23856
18727
22629
28247
18948
15468
15624
18384
13904
117515
9585
12021
9 1 2 9
6944
4322
4757
4236
8847
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